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船舶インシデント調査報告書 

 

                            平成２４年１０月２５日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

インシデント種類 運航不能（機関損傷） 

発生日時 平成２４年６月２３日 １９時１５分ごろ 

発生場所 長崎県長崎市樺
かば

島東方沖 

 樺島灯台から真方位０７６°８.３海里付近 

（概位 北緯３２°３５.０′ 東経１２９°５６.２′） 

インシデント調査の経過 平成２４年８月７日、本インシデントの調査を担当する主管調査官

（長崎事務所）を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 ３１俊
とし

丸、１６トン  

ＮＳ２－１０７４１（漁船登録番号）、有限会社柏木水産 

１９.０４ｍ（Lr）×４.２９ｍ×１.６７ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、６０９.７３kＷ、平成１７年３月１６日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ４０歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免 許登録日 平成１４年１２月１６日 

免許証交付日 平成１９年１１月５日 

         （平成２４年１２月１５日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 主機１番シリンダの燃料噴射弁のノズルの詰まり、ピストン、シリン

ダライナ及びクランクピン焼損並びにシリンダライナ肩部、主機全シ

リンダの吸排気弁座及びシリンダヘッドカバーのパッキン当たり面吹

き抜け損傷 

 インシデントの経過  本船は、船長ほか１人が乗り組み、平成２４年６月２３日１４時３

０分ごろ長崎市長崎漁港を出港し、樺島東方沖を主機回転数毎分

（rpm）約１,７００で漁場に向けて航行中、主機回転数が低下したの

で、点検のために無負荷運転の約５００rpm まで下げたところ、１９

時１５分ごろ主機が停止した。 

 船長は、主機を再始動したが、異音がしたので、運転を断念し、本

船は、僚船にえい
．．

航されて長崎漁港に帰港した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

海象：波高 約１ｍ 

 その他の事項 船長は、発航前に主機の潤滑油及び清水の量を確認し、主機始動後
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には運転状態を確認していた。 

船長は、漁場の往復には、主機を約１,７００rpm で常用し、速力約

１６～１７ノットで航行していた。 

主機は、年間約４,８００時間の運転時間があり、総運転時間が３

０,０００時間を超えていたが、取扱説明書には、燃料噴射弁の抜出

し整備を運転時間１,０００時間又は６か月ごとに、吸排気弁のすり

合わせ整備を同じく５,０００時間又は２年ごとに実施するようそれ

ぞれ記載されていたものの、ピストン抜出し整備を含め、各部品の運

転時間に応じた開放整備が行われていなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

なし 

 本船は、樺島東方沖を漁場に向けて航行中、主機の運転時間に応じ

た各部品の開放整備が行われず、燃焼不良及び燃焼ガス吹き抜けなど

が発生して回転数が低下する状況であったが、常用している回転数で

主機を運転し続けたことから、燃焼不良シリンダに燃料が余計に投入

されて異常燃焼し、ピストン及びシリンダライナが過熱して主機の運

転ができなくなり、運航不能になったものと考えられる。 

原因  本インシデントは、本船が、樺島東方沖を漁場に向けて航行中、主

機の運転時間に応じた各部品の開放整備が行われず、燃焼不良及び燃

焼ガス吹き抜けなどが発生して回転数が低下する状況であったが、常

用している回転数で主機を運転し続けたため、燃焼不良シリンダに燃

料が余計に投入されて異常燃焼し、ピストン及びシリンダライナが過

熱して主機が運転できなくなったことにより発生したものと考えられ

る。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・主機は、各部品を運転時間に応じて適切に開放整備すること。 

 




